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久 御 山 町 農 業 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和７年９月５日（金）午後１時３０分

２．開催場所 久御山町役場 議会棟４階 特別会議室

３．出席委員 １番 村 田 和 弘

２番 山 口 吉 広

３番 藤 本 直 樹

４番 上 田 幸 子

５番 岡 井 文 彦

６番 田 中 壽 嗣

７番 内 田 裕 夫

８番 石 塚 加 津 美

９番 西 村 九 三 男

１０番 西 村 和 樹

１１番 野 英 紀

１２番 松 本 博

１３番 森 一 博

１４番 加 瀬 千 代

１５番 寺 内 一 郎

１６番 戸 田 治 巳

１７番 内 田 孝 司

１９番 口 敏 昭

４．遅刻委員 ２０番 林 吉 一

５．欠席委員 １８番 村 田 良 文
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６．会議録署名委員 ９番 西 村 九 三 男

１０番 西 村 和 樹

７．委員会に職務のため出席した者の職氏名

農業委員会事務局局長 阪 田 智 子

農業委員会事務局次長 田 口 雄 基

農業委員会事務局 髙 橋 華 寿 紀

農業委員会事務局 三 宅 七 聖

８．議 事

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可）

議案第２号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況の

確認について（納税猶予（出口））

議案第３号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定）

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届出に

ついて（４条届出）

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届出に

ついて（５条届出）

報告第３号 農地の一時使用について（農地の一時使用）

９．会議の経過
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（事務局長）

（会長）

定刻となりましたので、ただ今から令和７年第９回久御山

町農業委員会定例総会を始めさせていただきます。携帯電話

をお持ちの方は、電源をお切りになるかマナーモードにする

など、音が出ないようご配慮をお願いいたします。

本日は村田良文委員より欠席届をいただいております。ま

た、林委員から少し遅れるとのご連絡を受けておりますので、

ご報告いたします。本日の出席委員は、農業委員が１４名中

１４名、農地利用最適化推進委員が６名中４名で、定足数に

達しておりますので、総会は成立しております。

また、さる８月２５日に実施いたしました現地調査及び地

域計画に支障がないかを確認いただいた委員名を報告させて

いただきます。

２番 山口委員

６番 田中会長

１４番 加瀬委員

１８番 村田 良文委員

事務局２名により実施いたしました。

それでは、開催にあたりまして田中会長よりごあいさつを

お願いいたします。

会長あいさつ

本日の議案は、

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可） ２件

議案第２号 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況

の確認について（納税猶予（出口）） ３件

議案第３号 農用地利用集積等促進計画に係る要請について

（貸借権設定） １件

報告第１号 農地法第４条第１項第７号の規定による転用届

出について（４条届出） １件

報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による転用届

出について（５条届出） １件
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

報告第３号 農地の一時使用について（農地の一時使用）

１件

それでは、議事に入る前に本日の議事録の署名委員を指名

いたします。９番の西村九三男委員、それから１０番の西村

和樹委員、両名の方どうぞよろしくお願いを申し上げます。

それでは、議案書に基づきまして、議事を進めてまいりま

す。議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、

３条許可を議題といたします。

まず議案第１号の案件について、現地調査及び地域計画に

支障がないかの報告を調査委員からお願いをいたしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

議案第１号受付番号２６と受付番号２７の案件につきまし

て、報告させていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは続きまして、議案第１号受付番号２６の案件につ

いて、事務局より説明を願います。

議案第１号受付番号２６につきましては、議案書１ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりでござ

います。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたし

ました農地法第３条調書につきましては、議案書２ページを

ご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

ページをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第１号受付番号２６について、ご意見ご質問はござい

ませんか。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（●●委員）

よろしいですか。よろしゅうございますか。特にご質問ご

質問もないようでございますので、採決に入ります。議案第

１号受付番号２６を許可することに賛成の農業委員さんの挙

手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第１号受付番号２７の案件について、ま

ず事務局より説明を願います。

議案第１号受付番号２７につきましては、議案書３ページ

をご覧ください。内容につきましては記載のとおりでござい

ます。

なお、こちらの案件につきましては、譲受人が法人でござ

いますので、現地調査の際に農地所有適格法人の要件を満た

しているかの事前審査も併せて実施していただいておりま

す。内容につきましては、議案書４ページの農地所有適格法

人要件確認書をご覧ください。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたし

ました農地法第３条調書につきましては、議案書５ページを

ご覧ください。

本案件の所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の

写真の２ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いいたします。

続きまして、農地所有適格法人に係る事前審査の報告を調

査委員からよろしくお願いをいたします。

農地所有適格法人に係る事前審査の報告をさせていただき

ます。

当該法人については、農地所有適格法人の要件である法人

形態、事業内容、売上高、議決権、役員のすべての要件につ

いて、満たしているものと思われます。
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

議案第１号受付番号２７につきまして、ただ今、報告がご

ざいましたが、この案件につきまして、ご意見ご質問があれ

ば頂戴をいたしたいと思いますが、いかがでしょう。

よろしゅうございますか。法人ですけど、よろしいですか。

特にご意見ご質問もないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第１号受付番号２７を許可

することに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号に入ります。議案第２号相続税の

納税猶予に係る特例農地等の利用状況の確認について、納税

猶予（出口）を議題といたします。

まず、議案第２号受付番号４と受付番号５、この２件につ

いて、現地調査の報告を調査委員からよろしくお願いをいた

します

議案第２号受付番号４と受付番号５の案件につきまして、

報告させていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは続きまして、議案第２号受付番号４の案件につい

て、事務局より説明を願います。

議案第２号受付番号４につきましては、議案書６ページを

ご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の３ペー

ジと次のページの４ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第２号受付番号４について、ご意見ご質問があれば頂

戴をいたしたいと思いますが、いかがでしょう。
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（会長）

（事務局）

（会長）

よろしゅうございますか。特にご意見ご質問もないようで

ございます。

それでは採決に入ります。議案第２号受付番号４について、

特例農地が適正に管理されていたと判断することに賛成の農

業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、適正に管理されていたと税務署に報告

をいたします。

続きまして、議案第２号受付番号５の案件について、まず

事務局より説明を願います。

議案第２号受付番号５につきましては、議案書７ページを

ご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなって

おります。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真５ペ

ージとその次のページの６ページをご覧ください。

それでは、会長よろしくお願いします。

議案第２号受付番号５について、何かご意見ご質問はござ

いませんか。

よろしいですか。特にご意見もご質問もないようでござい

ます。

それでは採決に入ります。議案第２号受付番号５について、

特例農地が適正に管理されていたと判断することに賛成の農

業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、適正に管理されていたと税務署に報告

をします。

これから審議をしていただく議案第２号受付番号６につき

ましては、●●●●●●●●●に関する案件ですので、久御

山町農業委員会会議規則第２０条に基づき、退席をよろしく

お願いをいたします。
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

（●●●●●●●●● 午後１時４２分 退席）

それではまず、現地調査の報告を調査委員からよろしくお

願いをいたします。

議案第２号受付番号６の案件につきまして、報告させてい

ただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは続きまして、議案第２号受付番号６の案件につい

て、事務局より説明を願います。

（●委員 午後１時４４分 入室）

議案第２号受付番号６につきましては、議案書８ページを

ご覧ください。対象農地につきましては、議案書次のページ

の９ページ、別紙のほうをご覧ください。内容につきまして

は、記載のとおりとなっております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真７ペ

ージから１２ページ、７、８、９、１０、１１、１２、こち

らのほうをご覧ください。

会長よろしくお願いいたします。

議案第２号受付番号６について、何かご意見ご質問はござ

いませんか。

よろしゅうございますか。特にご意見もご質問もないよう

でございます。

それでは採決に入ります。議案第２号受付番号６について、

特例農地が適正に管理されていたと判断することに賛成の農

業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、適正に管理されていたと税務署に報告

をします。
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

（●●●●●●●●● 午後１時４５分 入室）

それでは続きまして、議案第３号農用地利用集積等促進計

画に係る要請について、貸借権設定を議題といたします。

まず議案第３号の案件について、現地調査及び地域計画に

支障がないかの報告を調査委員からよろしくお願いをいたし

ます。

議案第３号受付番号５の案件につきまして、報告させてい

ただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

それでは、議案第３号受付番号５について、まず事務局よ

り説明を願います。

議案第３号受付番号５につきましては、議案書１０ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

また、権利の設定を受ける者の農業経営の状況等及び農地

中間管理事業の推進に関する法律第１８条調書につきまして

は、議案書次のページの１１ページをご覧ください。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

３ページをご覧ください。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号５について、ご意見ご質問はございま

せんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

すので、採決に入ります。

議案第３号受付番号５について、要請することに賛成の農

業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、要請することに決定をいたします。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

本日の審議につきましては、これで全て終わりたいと思い

ます。これより報告案件に入ります。

それではまず、報告第１号農地法第４条第１項第７号の規

定による転用届出について、４条届出案件、受付番号５につ

いて、まず事務局より報告願います。

それでは、報告第１号受付番号５につきましては、議案書

１２ページをご覧ください。内容につきましては、記載のと

おりでございます。

こちら備考欄にございますとおり、既に平成５年より宅地

として利用されているにもかかわらずですね、転用の手続き

がなされていなかったということが判明したため、後日、届

出の提出があったというものでございます。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

４ページをご覧ください。

本件につきましては、令和７年８月１５日付けで会長専決

をいたしまして、届出者に対して受理通知書を発行をいたし

ましたことを申し添えておきます。

それでは、会長よろしくお願いします。

ただ今、報告第１号受付番号５の報告が事務局からござい

ましたが、何かご意見ご質問はございませんか。

よろしゅうございますか。特にないようですので、それで

は、報告第２号農地法第５条第１項第６号の規定による転用

届出について、５条届出を議題といたします。受付番号２に

ついて、事務局より報告願います。

報告第２号受付番号２につきましては、議案書１３ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

５ページをご覧ください。１５ページの右側の写真を見てい
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（事務局）

（会長）

（事務局）

ただきますとですね、左側のほうに水路が流れておりまして、

水路の隣に管理用の通路がございます。今のところ草が生い

茂っておりまして、どこまでがこの所有者さんのものなのか、

どこまでが管理通路なのかが不明確な状況となっております

けれども、確認しましたところ、建設課とここの境界の確定

の協議に入っておられるようでございまして、この駐車場の

開発に伴いまして、こちらの通路も綺麗にされるというふう

に聞いておるところでございます。

本件につきましては、令和７年８月２０日付けで会長専決

をさせていただきまして、届出者に対して受理通知書を発行

いたしましたことを申し添えておきます。

会長よろしくお願いいたします。

報告第２号受付番号２の報告が事務局からございました

が、何かございますでしょうか。

ご質問等はよろしゅうございますか。ないようですので、

報告第３号農地の一時使用について、受付番号１について、

事務局より報告を願います。

報告第３号受付番号１につきましては、議案書１４ページ

をご覧ください。内容につきましては、記載のとおりとなっ

ております。

所在地につきましては、詳細地図及び該当農地の写真の１

６ページをご覧ください。議案書の使用目的にも書かれてお

りますとおりですね、久御山町の上下水道課が行います、荒

見調整池整備工事の工事用車両搬入路の拡幅のために、一時

的に利用される案件となっております。

本件につきましては、令和７年８月５日付けで会長専決を

いたしまして、久御山町に対して受理通知書を発行いたしま

したことを申し添えておきます。

会長よろしくお願いします。
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（会長） ただ今、報告第３号受付番号１の報告がございましたが、

何かご意見等ございますでしょうか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようですので、

それでは、本日を予定しておりました審議と報告は全て終わ

りたいと思います。

―――――――――――― 午後１時５０分 終了 ――――――――――――


